
新潟市発達障がい児者支援地域協議会について 

 
 
●新潟市発達障がい児者支援地域協議会とは 

○目的 

 発達障害者支援法第１９条の２第１項の規定に基づき、新潟市の発達障がい児者（発達障

がいの可能性のある場合も含む。以下同じ。）に対する支援について、関係者等が相互の連絡

を図ることにより、地域における発達障がい児者の支援体制に関する課題について情報を共

有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた支援体制の充実を図る。

また、地域の支援者への発達障がい児者支援に関する知識・理解の普及を促進する。 
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○主な活動 

（1）関係機関連絡会議 

・原則年１回開催 

・関係機関の実務代表者で構成 

・次の事項について協議する。 

 ①協議会の基本的な運営方針 

 ②発達障がい児者等の支援に関わる情報交換及び連携による支援 

 ③その他協議会の目的を達成するために必要な事項 

・必要に応じ、構成員以外の関係者に出席を求め、発達障がい児者支援に関する情報の 

提供、意見の陳情その他必要な協力を求めることができる。 

・関係機関連絡会議の内容は、特定の法人や個人の情報を取り扱う場合があるため、原則 

非公開とする。 

 

（2）支援担当者会議 

・必要に応じ随時開催 

・関係機関のうち、個別支援に関わりのある関係機関等の支援担当者で構成 

・次の事項について協議する。 

 ①関係機関等の活動状況等の情報交換 

 ②発達障がい児者支援に対する関係機関等の連携方法 

 ③発達障がい児者支援に関する研修、啓発等 

 ④その他協議会の目的を達成するために必要な事項 

・必要に応じ、構成員以外の関係者に出席を求め、発達障がい児者支援に関する情報の 

提供、意見の陳情その他必要な協力を求めることができる。 

・関係機関連絡会議の内容は、特定の法人や個人の情報を取り扱う場合があるため、原則 

非公開とする。 

 

 


